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 令和５年９月３０日現在
人　口　17,289 人    （－  39）
男　性 　  8,022 人　　（－  25）
女　性　  9,267 人　　（－  14）
世帯数　 9,582 世帯　（－　20）

転　入　  47 人
転　出　  64 人
出　生　   5 人
死　亡　  27 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　令和２年国勢調査（確定値）
　人　口　18,000 人　世帯数　8,283 世帯　

【税務課からのお知らせ】ご寄附に感謝

　問合せ　税務課 納税係　☎２１－２１１６

日時：１１月　１日（水）午後５時３０分～７時
　　　１１月１５日（水）午後５時３０分～７時
場所：税務課（役場１階窓口）
　　　※事前予約制

夜間納税相談窓口をご利用ください！

　本町では１１月下旬に、町税を納付されていない方
に対し、一斉に催告書を送付します。
　送付された方につきましては、内容をご確認のう
え、指定期限までに必ず完納するようお願いします。
期限を経過し、滞納状態が継続した場合は、法律（地
方税法等）に基づき滞納処分（預金、給与、不動産等
の差押）となる場合があります。ぜひ今一度納め忘れ
がないか確認してください。

お納め忘れはございませんか？

町道民税　　　　　４期
国民健康保険税　　５期

１１月２７日（月）

納期限～今月の税～

納税にお困りの方へ
　町税は納期限までに納付することになっています
が、病気や収入の減少等の事情がある場合には、分割
による納付など、個々の実情に応じた納税相談を受け
ています。
　納税にお困りの方は一人で悩まずに、
すぐに税務課にご相談ください。
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（順不同、敬称略、金額や氏名など寄附者の希望に
　より掲載をしない場合があります。）
○余市町まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト
　応援寄附金として
・合同会社ラビッツ
　代表社員　石川　貴裕
・株式会社ＲＵＮＷＡＹＳ
　代表取締役社長　斉藤　晴紀
○中央保育所備品として
・アイスランド　レイキャビク
　荒　真仁・寛子（余市町）

　ポータブルクーラー　３台
○図書館図書購入費の一部として
・村岡　千恵子（余市町）

一金　１０，０００円
○余市町社会福祉事業費の一部として
・星　和夫（余市町）
（故　星　惠美子殿　追善供養として）

一金　１００，０００円
○余市町ふるさと応援寄附金として
・チャリティープロレス実行委員会

一金　６，６８５円

　町では、申請から手数料の支払いまで町公式ＬＩＮ
Ｅ上で完了する申請窓口を提供しています。
　申請可能な手続きは、住民票、印鑑登録証明書、納
税証明書、所得課税証明書及び固定資産評価証明書等
の交付のほか、水道の閉栓の予約です。
　申請はリッチメニューの「申請」ボタンをタップい
ただくと手続きを開始することができます。

町公式ＬＩＮＥで各種申請が
できます！

催告書が届いたが、納付書を無くして
しまい、納めることが出来ません。

会社宛に役場から給与調査の文書が届
いた。

納付書を紛失した場合は再発行します
のでご連絡ください。

催告書の指定期限を過ぎても、納付さ
れない場合は財産調査し、差押を行う
場合もあります。

実際にあった例

　問合せ　政策推進課 広報統計係　☎２１－２１１７

←友だち追加はコチラから


